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船舶インシデント調査報告書 

 

                               令和６年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和５年３月３１日 １０時２０分ごろ 

発生場所 東京湾風の塔（川崎人工島）北東方沖 

東京湾アクアライン風の塔灯から真方位０４９°４.０海里（Ｍ）

付近 

 （概位 北緯３５°３２.１′ 東経１３９°５３.８′） 

インシデントの概要 油タンカー第五青峰
あおみね

山
さん

丸は、東北東進中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過  令和５年６月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

油タンカー 第五青峰山丸、１４８トン 

 １３３７２２、青峰海運株式会社（Ａ社） 

 ３８.７３ｍ（Lr）×８.５０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、船内機、４０４kＷ、平成４年１０月、４サイク

ル、回転数毎分４２０、６気筒、ボア２４０mm、使用燃料Ａ重油、

平成４年７月機関製造（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          写真１ 主機 

 乗組員等に関する情報 船長 ２８歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２９年１２月２６日 

免 状 交 付 年 月 日 令和４年１２月１９日 

免状有効期間満了日 令和９年１２月２５日 
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機関長 ２４歳 

六級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 令和元年９月１１日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年９月１１日 

免状有効期間満了日 令和６年９月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風速 約３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、Ａ重油約５１kℓ、Ｃ

重油約５９kℓを積載し、他船へ燃料油の配給を目的として千葉港千葉

第１区の岸壁に向け、令和５年３月３１日０８時５５分ごろ京浜港川

崎第１区の岸壁を出航した。 

 本船は、船長が船橋で操船し、東京湾風の塔北東方沖を主機回転数

毎分約３２０として約８ノットの対地速力で東北東進中、１０時２０

分ごろ、船尾楼甲板でさび
．．

落としや塗装をしていた機関長及び機関士

が機関室から異音を聞いた。 

 機関士は、機関室に入って主機の点検を行ったところ、船首方から

順に番号が付された５番シリンダ（以下｢本件シリンダ｣という。）の

吸気弁プッシュロッドが曲損しているのを認め、船長及び機関長に報

告をした。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真２ 本件シリンダの吸気弁プッシュロッドの曲損状況 

 

船長は、運航不能と判断して投錨し、その後、機関長は、機関室で

主機操縦ハンドルを操作して主機を停止した。 

 船長は、本インシデントの発生を荷役会社担当者及びＡ社担当者に

吸気弁 

 プッシュロッド 
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連絡し、本船は、Ａ社が手配したタグボートにえい
．．

航され、１５時 

３０分ごろ京浜港川崎第１区の修理会社の岸壁に着岸した。 

Ａ社担当者は、本インシデント後、本件シリンダのピストンを抜き

出し、ピストン頂部から下に向かって順に４番目のリング溝に組み込

まれたオイルリングが破断し、同リング溝の位置のクラウンに割損を

認め、排気弁及び吸気弁に曲損を確認した。 

Ａ社担当者は、本件シリンダのピストンの割損したクラウンがシリ

ンダ内で挟撃され、排気弁、吸気弁及び吸気弁プッシュロッドが曲損

したと推測し、損傷した部品の交換等を行って主機を復旧させた。

（写真３、写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       写真３ ピストン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真４ 割損した本件シリンダのピストン 

 

本船は、その後、業務を再開して東京湾内で他船へ燃料油の配給が

行われ、４月１０日に京浜港川崎第１区の修理会社に入渠した。 

クラウン 

圧縮リング（３本） 

オイルリング（１本）

オイルリング（１本）

ピストンスカート 

ピストン頂部 

クラウン 

ピストン頂部 

ピ
ス
ト
ン
リ
ン
グ 
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*1 「カラーチェック」とは、部材表面の欠陥（割れや穴など）の内部に浸透液を染み込ませ、内部に浸透した液

を現像剤によって吸い出すことで欠陥を視覚的に見つけやすくする非破壊検査のこと。 
*2 「シリンダライナ」とは、シリンダの内側に挿入され、ピストンと直接摺動する円筒で、耐摩耗性、耐熱性等

の材料で作られ、外周を水で冷却する部品のこと。 

主機は、別の修理会社により、本件シリンダ以外のピストンが抜き

出され、２～４番及び６番シリンダのピストン頂部から下に向かって

３番目及び４番目のリング溝にカラーチェック*1を行って亀裂が生じ

ていることが判明し、ピストン等を交換して復旧した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、写真５～８ ピストンの損

傷状況 参照） 

 その他の事項 (1) 主機の管理状況等 

主機は、吸気弁及び排気弁が各１本の２弁式であり、約３０年

間使用され、年間運転時間は、約２,５００時間であった。 

シリンダライナ*2は、出荷時にはクロムメッキが施されていた

が、それ以降は、メッキ処理をしたことはなかった。 

(2) 主機のピストンの使用状況 

主機のピストンは、本インシデントが発生する約１２年前に１

番シリンダのピストンのみが新品に交換され、本件シリンダのピ

ストンを含む２～６番シリンダのピストンが本インシデントの発

生まで約３０年使用されていた。 

本件シリンダのピストンを含む１～６番のピストンは、本イン

シデントの発生前、６年ごとに抜き出してピストンリングを交換

しており、ピストン頂部のカラーチェックは実施されたものの、

リング溝のカラーチェックは実施されていなかった。 

(3) 主機製造会社の見解 

主機製造会社によれば、本件シリンダを含む２～６番シリンダ

のピストンの亀裂等は、約３０年使用された中、同シリンダのシ

リンダライナのクロムメッキが摩耗してピストンが上下動する

際、同ライナとピストンリングの摺動
しゅうどう

時において抵抗が増して応

力がピストンリング溝に加わり、亀裂を生じたものと推定した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、本件シリンダのピストンが約３０年使用されている中、東

京湾風の塔北東沖を東北東進中、本件シリンダのピストンのクラウン

が割損したことから、主機の運転ができなくなり、運航不能となった

ものと考えられる。 

本件シリンダのピストンは、約６年ごとに抜き出されていたもの

の、リング溝のカラーチェック等の精密な点検が行われていなかった
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ことから、頂部から下に向かって順に４番目のリング溝に亀裂を生じ

た状態に気付かず、同リング溝から割損に至った可能性があると考え

られる。 

 本件シリンダを含む２～６番シリンダのピストン等は、約３０年使

用された中、同シリンダのシリンダライナのクロムメッキが摩耗して

ピストンが上下動する際、同ライナとピストンリングの摺動時におい

て抵抗が増して応力がピストンリング溝に加わったことから、亀裂を

生じた可能性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、本件シリンダのピストンが約３０年使

用されている中、東京湾風の塔北東沖を東北東進中、本件シリンダの

ピストンのクラウンが割損したため、主機の運転ができなくなったこ

とにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本インシデント後、次の措置を講じることとした。 

・毎年の入渠の際、潤滑油の性状分析を行う。 

・毎年の入渠の際、任意に１シリンダのピストン抜きを行い、ピス

トンリングの計測、カラーチェックを行う。 

・シリンダライナのクロムメッキ処理を主機製造会社と相談の上で

行う。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船舶所有者は、抜き出したピストンのリング溝のカラーチェック

を実施し、異常があった場合、交換すること。 



 

付図１ インシデント発生場所概略図 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都 

千葉県 

東京湾アクアライン風の塔灯 

インシデント発生場所 

（令和５年３月３１日 １０時２０分ごろ発生） 
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東京湾 
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写真５ ２番シリンダのピストン（３番目のリング溝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ ３番シリンダのピストン（３番目のリング溝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀裂 

亀裂 
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写真７ ４番シリンダのピストン（３番目のリング溝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ ６番シリンダのピストン（４番目のリング溝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀裂 

亀裂 


